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は じ め に

嗜癖は「もともと合目的で適応的であったひとつの行動が，適切な自己調節

機能を欠いたまま積み重ねられ，もはや個体の利益にそぐわなくなっている状

態（斎藤，1984）」と定義できる。たとえばアルコール・薬物・煙草と言った

物質のみならず，恋愛などの人間関係，ギャンブル・食事（過食，拒食）・ス

ポーツ・ゲーム・携帯メールなど個人の行動まで，様々なものに対して「嗜

癖」は生じる。その対象が何であったとしても，最初は合目的的・適応的であ

った行動がコントロールを欠き，結果として，個人の不利益につながる現象を

総称して「嗜癖」と呼ぶ。そこで，本稿では「行動のコントロールが失われ

る」，「その行動によって本人や周囲にとって悪い結果が生じる」という 2点

を重視し嗜癖を研究するという立場をとりたい。

ところが嗜癖は研究分野，時代によって多種多様に定義されてきた歴史的経

緯を持つ（Walters & Gilbert, 2000）。研究分野で言うならば，嗜癖は医学や

心理学のみならず，行動経済学（依田・後藤・西村，2009）や社会学（Gid-

dens, 1982）といった人間関係や行動の選択に関わる幅広い分野で用いられて

いる用語である。同じ嗜癖という言葉を使っていても各分野内外で，異なる意

味で使われている。また上述した嗜癖対象によっても用語の使われ方は異なっ

ている。時代で言うならば，依存（症）・乱用（Abuse），中毒（toxication）

など類似の概念が時代ごとに様々に利用されてきている。そのため，同じ現象
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に異なった用語が与えられたり，その逆が生じたりという用語・概念の混乱が

時代によってみられる。

そこで本稿では嗜癖概念およびその周辺概念について，歴史的経緯を踏まえ

て，それら構成概念の異同に関する検討を行う。これにより，現代において嗜

癖という概念が果たす役割を明らかにすることを目的としたい。そのため，ま

ず，嗜癖および依存，中毒，乱用といった嗜癖と意味的に類似した概念（以下

周辺概念と呼ぶ）の歴史的変遷を振り返ってみる。そして最後に，嗜癖概念を

統合的に理解するために，嗜癖の再定義を試みた上で，現代において再評価さ

れつつある嗜癖という概念の役割について考えてみたい。

1．嗜癖および周辺概念の歴史的変遷

嗜癖は，アルコール，薬物への嗜癖に代表されるように，疾病として捉えら

れることも多い。このため国際的疾患分類の二大体系である国際保険機構

（WHO）の『Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of

Death : ICD』と米国精神医学会（APA）の『Diagnostic Statistical Manual

of Mental Disorders : DSM』における考え方の変化を参照することは必須と

なるだろう。そこで，両分類体系の改訂の流れに沿って嗜癖という概念の誕生

から現在までの歴史的変遷を紹介していきたい。

本稿では，嗜癖と周辺概念の歴史を次の 4つの時代に分割した。（1）嗜癖

という概念が生まれた「古典的定義の時代」，（2）WHO による定義が行われ

た「制限的定義の時代」，（3）WHO の疾患分類から嗜癖が撤廃された「依存

の時代」，（4）新しい定義が現れた「復活した嗜癖の時代」である。なお，ICD

および DSM における用語の変遷をまとめる際，『精神科データブック』（松

下・牛島・小山・浅井・倉知（編），2001）を参照した。

（1）古典的定義の時代（17世紀～18世紀頃）

嗜癖という概念は 17世紀頃に登場したといわれる（Alexander & Schweig-
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hofer, 1988）。嗜癖の語源については 3 つの説が存在する。1 つ目は「ad-

dico」というラテン語を語源とする説である。「addico」は，「耽（ふけ）

る」，「何かに没頭する」という意味を持っていた（Alexander & Schweig-

hofer, 1988）。2つ目は 1つ目と同様にラテン語で，「委ねる」という意味を

持つ「addicere」の過去分詞「addictus」を語源とする説である（斎藤，

2009）。3つ目は「毒（acid）」に由来するという説である（廣中，2001）。嗜

癖の元となる言葉が生まれた当時は，これらの言葉は物質に限らずあらゆる対

象に適用可能であった。そして，3つ目の説を除き，必ずしも有害性を含まな

かった。

英語で「addict」，「addiction」という言葉が使われ始めたのは 1607年頃と

いわれている。この頃の「addiction」は「addico」や「addicere」と同じ意

味で用いられていた。つまり，あらゆる対象に適用可能であり，有害性を含ま

ない概念であった（Stepney, 1996）。Alexander & Schweighofer（1988）

は，17世紀から 18世紀前半まで使用されていたこの定義を「古典的定義」と

呼んだ。古典的定義は（ⅰ）対象は物質に限らず，（ⅱ）必ずしも有害ではな

く，（ⅲ）離脱症状や耐性を必ずしも含まないという特徴をもつ。「離脱症状

（withdrawal symptom）」とは，物質が体内から抜けると身体的，精神的な不

快が生じることである。「耐性（tolerance）」とは，同じ薬理効果を得るため

に必要な摂取量が増加していくことである。以上より，本稿では嗜癖の古典的

定義を次のように考えた。「ある行動ないし物質の摂取に没頭すること。時に

次第に使用量，行動の頻度が多くなったり，行動や摂取を止めようとすると身

体あるいは精神的な不快が生じることがある」。

この時代には ICD, DSM といった疾患分類基準は作成されていない。それ

らの基準が作成されたのは，次項で紹介する制限的定義の時代（18世紀後半

～1960年代）以降である。

（2）制限的定義の時代（18世紀後半～1960年代）

前項で述べたように，18世紀以前には嗜癖は有害なもの＝疾病として認識
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されていなかった。18世紀の終わりから 19世紀にかけてようやく，習慣大量

飲酒（≒アルコール嗜癖）の非合理性を深刻な問題として扱う医療専門家が現

れた（Baber, 1994）。そして大量飲酒や同時期に問題となっていた薬物摂取

の有害性を主張するため，古典的嗜癖定義に次の 3つの制限が加わり，用い

られるようになった。3つの制限とは，（ⅰ）物質のみを対象とし，（ⅱ）有害

で，（ⅲ）離脱症状や耐性を含むというものであった（Alexander ら，

1988）。Alexander ら（1988）は 3つの制限が付加された嗜癖定義を「制限

的定義」と呼んだ。本稿ではこの制限的定義を次のように考えた。「酒類や薬

物といった物質の摂取の結果，身体的，精神的，社会的な害が生じたにも関わ

らず摂取をやめられないこと。以前と同等の薬理効果を得るための使用量が多

くなり，また，摂取を止めようとすると身体あるいは精神的な不快が生じ

る」。制限的定義の時代の初期では「慢性中毒」と「嗜癖」が意味的に区別さ

れていないまま使用されていた。その後，禁酒運動，反オピウム運動をきっか

けとして制限的定義としての嗜癖は急激に広まっていった。そして，1957年

に WHO が正式に嗜癖の定義を行うまでに，薬物嗜癖という語を題名に含ん

だ数多くの学術論文，書籍が発表された。

国際統計協会は 1900年に世界共通の疾患分類基準である『疾病及び関連保

健問題の国際統計分類（ICD）』を作成した。1900年の ICD-1以来約 10年ご

とに修正，改変が行われ，現在 ICD-10まで作成されている。ICD-6以降は

WHO が修正，改変作業を引継いでいる。制限的定義の時代では ICD-1（1910

年）から ICD-7（1955年）まで作成された。ICD-5まで ICD は死因統計の

ために作成されていたため，直接的な死因とはならない嗜癖や依存にあたる概

念は含まれていなかった。嗜癖が ICD で初めて紹介されたのは，1948年の

ICD-6である。ICD-6から ICD-7まで，アルコールに対しては「中毒」，その

他の薬物については「嗜癖」と 2つの概念が併用された。そして，WHO は 1957

年に薬物に対する嗜癖の定義を行った。そこでは嗜癖と判断する基準として，

薬物を摂取したい欲望の強さ，ひどい身体依存，大きな社会的害が考えられた

（渡辺，2002）。これら 3つの基準から，WHO の嗜癖定義は前項で紹介した
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「制限的定義」に属するものであったといえる。3 つの基準が軽度の場合は

「習慣」と呼んだ。同時期に，WHO は乱用を「容認された医療行為と矛盾す

る，あるいは，そのような医療行為とは関係のない，持続的な，あるいは散発

的な極端な薬物使用」と定義した。そして「使用－乱用－習慣・嗜癖」という

一連の流れで現象を記述しようと試みた。

一方で，アメリカ精神医学会（APA）は独自の疾患分類基準である『精神

障害の診断と統計の手引き』（DSM）を作成した。1952年に DSM-Ⅰが作成

され，現在は 2000年の DSM-Ⅳの改訂版（DSM-Ⅳ-TR）まで作成，出版さ

れている。制限的定義の時代では，DSM-Ⅰのみ作成された。ICD-6を改変し

た形で作成された DSM-Ⅰでは周辺概念のうち，「中毒」のみが用いられ，嗜

癖についての記述はなかった。

その他海外の動きとして，18世紀後半にアメリカの医師 Rush, B. が疾病

としての嗜癖にあたる概念を使い始めたとされている。Rush は大量飲酒者が

経験する抑制の効かない強迫的な力を「“disease of will”（意志の病）」とい

う言葉で表した。そして，これまで個人の選択の問題とされてきた飲酒に対す

るコントロールの喪失の原因をアルコール自体に求め，節酒以外に治療の道は

ないと主張した。この Rush の働きにより，大量飲酒がやめられなくなる現

象が疾病であることが世間に広まった。しかし，この時点ではその現象に明確

な名前はつけられず，「慢性アルコール中毒」，「慢性アルコール症」，「アルコ

ール嗜癖」という言葉が区別されずに使用されていた。その後行政，酒類関係

業者によって，アルコール関連問題の原因が酒から再び飲酒者の側に求められ

るようになった。そして，飲酒者と当時禁止運動が行われていたオピウム常用

者を有害なものとしてまとめてラベリングするために，「嗜癖」という用語が

使われるようになった。これが「制限的定義」としての嗜癖の始まりといわれ

ている（Alexander ら，1988）。学術論文において制限的定義としての嗜癖が

頻繁に使用されるようになったのは，20 世紀に入ってからのことである。

1912年には Wholey が“Relationship of drug addictions, particularly alco-

holism, to nervous and mental diseases”という題目で制限的定義としての
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嗜癖について発表した。それ以降，1960年代までに多くの学術論文が発表さ

れた。制限的定義としての嗜癖を扱った書籍は，学術論文で嗜癖が使用され始

めてから 10年ほど経った 1930年頃から増加し始めた。制限的定義は WHO

や著名な専門家によって使用され，広まっていった。しかし，それまでに深く

根付いていた古典的定義は完全には消えず，一部の専門家によって使用され続

けた。結果として，嗜癖には古典的定義と制限的定義という 2つの定義が混

在することとなった。

制限的定義が海外で広まっていた頃，わが国では「嗜癖」という用語はほと

んど使用されていなかった。1900年から 1960年頃まではアルコール等を摂

取した結果生じる悪影響を表す言葉として，「中毒」が用いられた（石田，

1907；上松，1958）。中毒以外では，小南（1921）が飲酒に対するコントロ

ールを失い，窃盗傷害など法を犯すようになった人を指して「嗜酒狂」と呼ん

でいる。1960年代の高度経済成長期以降はアルコール嗜癖（依存症）の例が

増加してきたことで，制限的定義としての嗜癖概念に注目が集まるようになっ

た。その結果，国内においても制限的定義を扱った学術論文が増加した。しか

し，用語としては嗜酒狂，嗜癖よりも当時馴染みの深かった中毒が用いられ続

けた。

（3）依存の時代（1964年～現在）

1960年代，嗜癖という概念の持つ欠点が指摘され，WHO を中心に嗜癖か

ら依存へ移行する動きが盛んになった。依存は嗜癖の持つ欠点を補う形で定義

された。それ以降，「ある習慣が悪い結果を生じさせるにもかかわらずやめら

れない」現象（＝非合理な耽溺）に対して「依存」が広く使われるようになっ

た。この時代には，物質以外の行動（摂食行動，ギャンブル，放火，窃盗な

ど）への非合理な耽溺も国際的疾患分類基準で紹介され，注目を浴びた。しか

し，これらの行動に依存という用語が正式に適用されることはなかった。

依存の時代では ICD-8（1965年）から ICD-10（1989 年）まで作成され

た。ICD-8作成前年の 1964年から 1974年にかけて，ICD から「嗜癖」，「習
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慣」が消えていくことになる（Gori, 1996）。それは次の 2点の理由による。1

点は，嗜癖が身体依存を必要条件としており，身体依存がない LSD やマリフ

ァナ等の物質が嗜癖を生じさせる有害な麻薬指定から除外されることが懸念さ

れたためであった（渡辺，2002）。LSD やマリファナは身体依存こそないも

のの，「薬物が欲しくてたまらない」という精神依存が他の物質と同様に存在

する。精神依存も身体依存同様，物質摂取に関するコントロールを喪失させ，

健全な生活を困難にする危険性がある。そこで，精神依存のみを生じさせる物

質を有害なものとして指定するために，身体依存を必要条件としないより広い

概念が必要となった。もう 1点は，嗜癖が国際疾患分類基準における診断対

象として扱いづらい概念であったためである。嗜癖の診断が困難であった理由

には 2つある。1つは，当時使用されていた嗜癖，乱用，習慣の境界が曖昧

で，どの程度症状が進行すれば疾病である嗜癖と診断されるかの判断が困難で

あったためである。2つ目は，文化，時代によって基準が異なり定義の難しい

社会的害が嗜癖の定義に必要とされていたためである。

身体依存を必要条件とすることによる対象物質の限定，診断の困難さという

2点の問題はいずれも嗜癖（および習慣）の定義に関わるものであった。そこ

で，従来の「嗜癖」，「習慣」に代わり，新しい概念である「依存」が使用され

るようになった（Gori, 1996）。乱用（後に有害な使用），中毒は引き続き採用

された。WHO は 1964年，アルコール，コカインや身体依存をもたないモル

ヒネ等中枢神経系作用薬物の使用によって生じる精神障害を一括し，依存，中

毒と呼ぶよう提案した。そして，1969年に「薬物依存」に対する定義を行っ

た。依存と制限的定義との違いは次の 2点である。1点目は，身体依存は必要

ではなく，中枢神経系物質が原因であれば良くなったことである。これによ

り，精神依存のみを生じさせる物質も有害な物質として指定することが可能と

なった。2点目は，社会的害に関する記述がないことである。社会的害に関す

る記述や習慣という概念を消すことで，概念同士の曖昧さをなくし，医療の場

での診断に関わる問題を解決しようとした。

依存という概念が登場して間もない 1967 年の ICD-8 では「アルコール
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症」，「薬物依存」と物質の種類によって異なる用語が用いられていた。1975

年作成された ICD-9から「アルコール依存（症候群）」，「薬物依存」と「依

存」に統一された。最新の ICD-10では「乱用」の意味が曖昧で分かりにくい

という批判から，代わりに「有害な使用」という名称に変更となった。以降，

現在に至るまで依存，有害な使用，中毒が使用されている。

APA は，この時代に DSM-Ⅱ（1968 年）から DSM-Ⅳの改訂版である

DSM-Ⅳ-TR（2000年）までを作成した。ICD-8に合わせて改編，出版された

DSM-Ⅱでは DSM-Ⅰから変わらず中毒が使用されていた。大幅な改編があっ

た DSM-Ⅲでは物質による「器質性精神障害」として「中毒」と「離脱」が，

「物質常用障害」として「乱用」と「依存」が採用された。また，DSM-Ⅲで

は摂食や賭博など物質以外の行動への非合理な耽溺が疾病として初めて紹介さ

れた。「摂食障害」，「他のどこにも分類されない衝動制御の障害」の「病的賭

博」，「窃盗狂」，「放火狂」がそれにあたる。しかし，これらの行動に依存とい

う用語は適用されなかった。依存が中枢神経系作用物質を対象とした疾病とし

て広まっていたためである。

その他海外の動きとしては，国際疾患分類基準の影響を受け，薬物やアルコ

ールに「依存」が広く使われるようになった。その一方で，物質依存と物質以

外の行動への非合理な耽溺との間に生理学的，機能的類似性があるとの主張が

され始めた（Orford, 1985 ; Isaac, 1990）。しかし，依存は中枢神経系作用物

質によって引き起こされるものと定義されており，その他の行動を依存と呼ぶ

ことに抵抗を感じる専門家が多かった。そこで，一部の専門家はギャンブル，

インターネットなどの行動に対して「嗜癖」を使用し始めた。制限的定義の嗜

癖が依存に代わって間もない 1971年には Oates が『Confessions of a worka-

holic : the facts about work addiction』というタイトルの書籍を出版した。

そこでは，仕事への非合理な耽溺が嗜癖として紹介された。他にも Schaef

（1987）などで物質以外の行動に対する嗜癖が紹介され，定義された。

わが国では，現在に至るまで「依存」が広く用いられている。わが国の疾患

基準が依存という概念を提唱し始めた ICD-9（1979 年に国内適用）や，
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DSM-Ⅲ（1982年に日本語版刊行）の影響を大きく受けたためである。その

一方で，嗜癖という概念については未だ十分に浸透しているとは言いがたい。

依存の時代初期は，嗜癖にあたる概念に対して中毒，乱用，依存といった用語

がほとんど区別されずに使われていた（和田（編），2000）。その中で，斎藤

（1984）はアルコール依存症やその他行動を含めて「嗜癖的行動」と呼んだ。

わが国における「復活した嗜癖」概念の先駆けといえる。

（4）「復活した嗜癖」の時代（1990年代～現在）

1980年代後半から始まったギャンブルや買い物といった行為に対する「嗜

癖」の適用は，1990年代から急激に広まっていった。近年になって，病的賭

博同様，身体依存を含まないものの，「依存の定義に当てはめると上手く説明

できる」行動が社会的に問題視されるようなってきたためである（木戸，

2007）。そして，それらの行動の有害性が認められるようになってきた。特に

わが国では，それらの行動を「ギャンブル依存」，「買い物依存」，「ネット依

存」のように依存を用いて表現することがある。依存がある習慣への非合理な

耽溺を示す概念として世間に浸透していたためである。しかし，一部ではそれ

らの行動を依存と呼ぶことに批判の声があがっている。それには，これまで依

存という言葉が「物質の薬理効果が人体に影響を及ぼす」という意味で用いら

れており，その考えが現在も深く根付いているという背景がある（廣中，

2003）。ICD において，依存は「中枢神経系作用薬物に関する障害」として定

義されている。このため，薬理効果のないギャンブル等に対して依存を適用す

ることに抵抗を感じる専門家も多い。DSM でも依存という言葉は薬物，アル

コールといった物質にのみ使用されており，ギャンブルに対しては，「病的賭

博」という別の言葉が用いられている。

先述したように，物質への依存と行動への非合理な耽溺の間には相違点だけ

でなく多くの共通点が認められている。そこで，両者を一つの概念としてまと

めようとする専門家が現れた。近年，一度は消えた嗜癖が，依存と行動への非

合理な耽溺をまとめて定義するために復活しつつある。「復活した嗜癖概念」
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は，物質依存，物質乱用，その他様々な行動への非合理な耽溺を包含するより

広い概念として近年注目を浴びるようになった（洲脇，2005）。現在改編作業

中の DSM-Ⅴでは物質関連障害，衝動性制御の障害を包括するより広い概念と

しての嗜癖が復活する可能性が示唆されている。それに先駆けて復活した嗜癖

概念の定義や診断基準を独自に作成しようと試みる研究も近年増加している

（Goodman, 1990など）。古典的定義の時代から復活した嗜癖の時代までの変

遷を年表にしたものを最終頁の Table 2および Table 3に記載した。

2．嗜癖概念に関する統合的理解－「復活した嗜癖」の再定義

「復活した嗜癖」は（ⅰ）対象は物質に限らず，（ⅱ）有害であり，（ⅲ）離

脱症状や耐性を含むという特徴を持つ。「身体的，精神的，社会的な害が生じ

るにも関わらずある行動あるいは物質の摂取をやめられないこと。行動，摂取

を続けるうちに，以前と同様の効果を得るための使用量，行動の頻度が多くな

る。また，行動や摂取を止めようとすると身体あるいは精神的な不快が生じ

る」と定義できるだろう。先述したように，嗜癖には「古典的定義」，「制限的

定義」という 2種類の定義が存在する（Alexander & Schweighofer, 1988）。

「復活した嗜癖」の特徴のうち，「（ⅰ）対象」は古典的定義と，「（ⅱ）有害性」

および「（ⅲ）離脱症状・耐性」は制限的定義と一致する。ただし，復活した

嗜癖定義の離脱症状，耐性は制限的定義の意味とは若干異なる。制限的定義に

おける離脱症状とは，物質の効果が体内からなくなった際に身体的な不快が生

じることであった。ここではそれに加え，行動が行えない状態になったときに

身体的，精神的な不快が生じることを指す。耐性は快が得られる物質の摂取量

や行動の程度が増大していくことを意味する。古典的定義，制限的定義，復活

した嗜癖定義の特徴を Table 1にまとめた。

嗜癖の語源となる言葉「addico」や「addicere」には薬物，物質に限定す

るといった意味はなく，単に「何かに耽溺する」という意味があった。この

元々の意味から，嗜癖は物質だけでなく，行動にも適用可能であると考えられ
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た。ただし，嗜癖を不適応な状態として扱うため，復活した嗜癖には制限的定

義に含まれた「有害性」や「離脱症状，耐性」が残された。かつては嗜癖とい

えば制限的定義が主流であった。WHO が正式に定義を行い，使用していたた

めである。実際，『The International handbook of addiction behavior』

（Glas, 1991）や『Assessment of Addictive Behaviors』（Donovan, 1988）

（ただし，第二版（2005）では Goodman（1990）や Smith & Seymour

（2004）の定義をうけて物質以外の対象も扱っている）などの嗜癖を扱ったテ

キストでもほとんどが物質のみを対象として書かれている。しかし，多くの専

門家にとって制限的定義としての嗜癖は同様に物質を対象とする「依存」や

「乱用」との明確な区別が難しく，混乱が生じていた。例えば，『The Interna-

tional handbook of addiction behavior』は題名に「addiction」という単語

を使用しているにも関わらず，多くの章で「dependence」，「abuse」が頻繁

に登場する。「復活した嗜癖」は，依存や乱用と混同することなく「精神依存

と非合理を含んだ行動」を説明する新しい概念として注目されている。

復活した嗜癖の定義を行った例として，Goodman（1990）や Smith & Sey-

mour（2004）がある。Goodman（1990）は物質以外の対象を含むより広い

概念として嗜癖の操作的定義を試みた。定義には DSM-Ⅲ-R の物質関連障害

の診断基準等を参考にした。Goodman（1990）では，嗜癖は行動のコントロ

ールに繰り返し失敗すること，悪い結果が生じているにも関わらず行動を続け

ることの 2点から特徴づけられる一連の過程であると定義された。そしてこ

れら 2 つの特徴をもとに嗜癖の診断基準が作成された。また，Smith ら

（2004）はあらゆる嗜癖に当てはまる特徴として次の 3つを挙げた。1つ目は

突然してしまうという衝動性があることである。2つ目は行動を始めると止め

Table 1 各嗜癖定義の特徴

（Ⅰ）対象 （Ⅱ）有害性 （Ⅲ）離脱症状・耐性

古典的定義
制限的定義
復活した定義

全て
物質
全て

なし
あり
あり

なし
あり
あり
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ることが難しい，というコントロールの欠如があることである。3つ目は悪い

結果しかもたらさないのにもかかわらず行動を続けるという非合理性がみられ

ることである。つまり本稿冒頭で述べた筆者らの嗜癖研究の立場（「行動のコ

ントロールが失われる」，「その行動によって本人や周囲にとって悪い結果が生

じる」という 2点を重視する）はこれらの考え方に依拠するものである。

なお，復活した嗜癖の定義を行う際には Goodman（1990）のように ICD

や DSM に記載されている依存の定義や診断基準を参考にすることが多い。

そのため，特に依存概念との区別については言及されないことが現状では多

い。

3．嗜癖概念の現代的意義－なぜ嗜癖概念は復活したのか？

現代における嗜癖概念の復活は，あらゆる行動が嗜癖対象になり得ることを

人々が認識し始めたことと密接に関わっている。近年のこのような嗜癖対象の

広がりを「戦線の拡大」（星野，2008；清水（編），2001）という。現代では，

酒や薬物などの物質だけではなくギャンブル，買い物といった行動への非合理

な耽溺が本人や社会に悪影響を及ぼす不適応状態として問題視されるようにな

った。TV や新聞でも「ギャンブル依存」，「ネット依存症」，「買い物依存症」

といった問題が頻繁にとりあげられている。わが国では，世間での認知度が高

いという理由でギャンブルや買い物に対しても「依存」という用語が用いられ

ている。しかし，本来依存という概念は中枢神経系作用物質の摂取を条件とす

る。物質以外を対象とした「依存に似ているが，依存では定義しきれない現

象」に名前を与えるために，嗜癖という概念が復活しつつある。

また，「戦線の拡大」によって問題視する対象が増えたことで，複数の対象

に同時に，あるいは交互に嗜癖する事例も注目されるようになった。クロスア

ディクション（cross addiction：交差嗜癖）とは，このように同時に複数の対

象に嗜癖することの他に，ある嗜癖が治ると同時にもぐら叩きのように他の嗜

癖が現れる例を表すこともある（田辺，2002）。クロスアディクションに陥っ
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た場合，治療されなかった嗜癖が治療中の嗜癖のぶり返し（ラプス・リラプ

ス）を促進し，治癒を阻害する例も少なくない（Christo, 2003）。効率的な対

処を行なうためには，個別の対象に注目するだけではなく，全てを同じメカニ

ズムを持つ一つの現象として捉える視点も有用である。嗜癖という概念は，対

象が違うために一見別の現象に見える個別の事例を一つの現象としてまとめる

ことで，研究によって得られた治療法やその他の知見の応用を容易にすること

もできる。

「復活した嗜癖」と「戦線の拡大」，クロスアディクションには共通の考えが

ある。それは全ての嗜癖が同じメカニズムで生起しているという主張である。

物質も行動にも同じ嗜癖という枠組みを与え，包括的に見ていこうという動き

がある。この考えこそが，依存という概念が浸透している現在において嗜癖が

復活した理由の 1つである。「嗜癖」という一つの枠組みで個別の事例をまと

める視点は，物質依存症から嗜癖への治療法の応用（鈴木ら，2003）だけで

なく，「嗜癖」とは何かについて理解しようとする際にも役立つだろう。

筆者らは，こうした統一的な枠組みに立脚して嗜癖研究を続けるべきであろ

うと考えている。つまり，「行動のコントロールが失われる」，「その行動によ

って本人や周囲にとって悪い結果が生じる」という状態であるならば，対象を

問わずそれを「嗜癖」であると見なすべきである。このように様々な嗜癖を同

じメカニズムで記述することができるのであれば，それは種々の治療や予防に

役立てることに留まらず，種としてのヒトの特徴を嗜癖という立ち位置から理

解することさえも可能になるのではなかろうかと夢想している。

しかし，こうした考え方自体は嗜癖の定義が未だ不完全であることによって

妨げられている。今後は依存等の周辺概念と明確に区別された「嗜癖」という

現象の定義，発生メカニズムをモデル化し，全ての嗜癖の根底にある要因を明

らかにしていく必要があるだろう。
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Table 2 嗜癖及び周辺概念の変遷（古典的定義の時代～制限的定義の時代）
古典的定義の時代

世界保健機構（WHO） アメリカ精神医学会
（APA） その他海外の動き わが国の動き

17世紀
以前

嗜癖の語源
①「addico」
②「addicere」の過去
分詞「addictus」
③「毒（acid）」

1607年 ・「addict」，「addic-
tion」の登場

制限的定義の時代

世界保健機構（WHO） アメリカ精神医学会
（APA） その他海外の動き わが国の動き

1786年 Rush, B がアルコー
ルの害について主張

1880年
代後半～

・禁酒法，反アヘン運
動の流れから病気とし
ての「addiction」概
念が広まる

1900年 ICD-1

1909年 ICD-2

1912年
・学術論文で「制限的
定義」が使用された
（Wholey, 1912）

1920年 ICD-3

1921年 ・問題飲酒者を「嗜酒
狂」と記述（小南，1921）

1929年 ICD-4

1938年
ICD-5
・「中毒」
・対象はアルコールとその他薬物のみ

1948年
ICD-6
・「中毒症（アルコール）」，「嗜癖（そ
の他の薬品」

1952年

DSM-Ⅰ
・ ICD-6 を改変し
た形で作成
・「中毒」

1955年 ICD-7
・ICD-6から変更無し

1957年

・専門委員会で嗜癖を定義
・「制限的定義」を表す箇所
①「薬物の反復使用の結果」
②「耐性形成，離脱症状，身体依存」
③「個人および社会に悪影響」

1960
年代

・高度経済成長期
・飲酒関連問題が増加
し，問題視されるよう
になってきた
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Table 3 嗜癖及び周辺概念の変遷（依存の時代～復活した嗜癖の時代）
依存の時代

世界保健機構（WHO） アメリカ精神医学会
（APA） その他海外の動き わが国の動き

1964年 ・「嗜癖」概念を捨て，「依存」概念
に移行し始める

・「嗜癖」のかわりに「依
存」が使用され始める

1965年
ICD-8
・「アルコール症」
・薬物に対して「依存」を初めて使用

1968年
DSM-Ⅱ
・ ICD-8 に合わせて改
訂，出版

1969年

・専門委員会で「依存」を定義
・「精神依存」，「身体依存」概念を
提唱
・1957年の「嗜癖」からの変更点
①中枢神経系作用物質が対象
②害に関する記述がない
③身体依存や耐性が必須でない

1975年 ICD-9
・「依存（症候群）」，「乱用」

1979年

ICD-9国内適用
・追加細分類として「アル
コール依存症候群」に「慢
性アルコール症」，「アルコ
ール嗜癖」

DSM-Ⅲ
・「中毒」，「離脱」，「乱
用」，「依存」
・「摂食障害」，「病的賭
博」，「窃盗狂」，「放火
狂」を紹介

1982年 DSM-Ⅲ日本語版刊行

1984年 ・斎藤（1984）が物質以
外の行動も含め嗜癖を定義

1987年

DSM-Ⅲ-R
・「窃盗狂」，「放火狂」
から「窃盗癖」，「放火
癖」に名称変更
・「抜毛癖」の追加

・Schaef（1987）が嗜
癖対象を物質，過程，関
係の 3つに分類

1989年

ICD-10
・「急性中毒症状」，「有害な使用
（乱用から変更）」，「依存症候群」，
「離脱症状」
・「病的な賭博・放火・窃盗」の追加

・物質以外の対象への嗜
癖を扱った書籍が増え始
めた

復活した嗜癖の時代

世界保健機構（WHO） アメリカ精神医学会
（APA） その他海外の動き わが国の動き

1990年～

・「嗜癖」定義復活の流
れが強くなる
・Goodman（1990）が
嗜癖を再定義

・物質以外の対象に「嗜
癖」を使用した論文が増え
始める

1993年
・専門委員会で依存を再定義
・依存状態自体は有害ではないこと
を強調

1994年

DSM-Ⅳ
・「依存」，「乱用」，「中
毒」，「離脱」，「摂食障
害」，「病的賭博」

2000年 DSM-Ⅳ-TR
・DSM-Ⅳから変更無し

2013年
DSM-Ⅴ
・「依存」から「嗜癖」
への変更の可能性あり？
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